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第 １２９ 号 
 

「一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更認可 
申請事案等の審査基準について」の一部改正について 

 
 
 

令和５年１２月２８日 
 

   東北運輸局長 石 谷 俊 史 
 
 
 

「一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の

審査基準について」（平成１３年１２月２５日付け公示第７０号）の一部を別添のと

おり改正したので公示する。 
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「一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の審査基準について」（平成１３年１２月２５日付け公示第７０号）の一部改正に

ついて 

                                                                     

新 旧 

公   示 

公示第７０号 

 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請及び事業計画変更認可申請等について、

事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公

示する。 

 

平成１３年１２月２５日 

東北運輸局長 島田 知 明 

 

記 

 

 

１．一般乗合旅客自動車運送事業の許可 

［道路運送法（昭和２６年法律第１８３号、以下「法」という。）第４条第１

項］ 

 

（１）～（５） （略） 

 

（６）管理運営体制 

  ① 法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち１名以上

が専従するものであり、専従役員のうち１名は、１(９)①の法令試験に

公   示 

公示第７０号 

 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請及び事業計画変更認可申請等について、

事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公

示する。 

 

平成１３年１２月２５日 

東北運輸局長 島田 知 明 

 

記 

 

 

１．一般乗合旅客自動車運送事業の許可 

［道路運送法（昭和２６年法律第１８３号、以下「法」という。）第４条第１

項］ 

 

（１）～（５） （略） 

 

（６）管理運営体制 

  ① 法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち１名以上

が専従するものであり、専従役員のうち１名は、１(９)①の法令試験に
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合格した者であること。ただし、一般乗用旅客自動車運送事業者が、区

域運行の態様に限定して許可を受けるに当たり、当該運行に必要な法令

の知識を有するものとして、法令試験を免除された場合を除く。 

  ②～⑧ （略） 

 

（７）～（８） （略） 

 

（９）法令遵守 

  ① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行

する常勤の役員が一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知

識を有するものであること。なお、一般乗用旅客自動車運送事業者が、

区域運行の態様に限定して許可を受ける場合にあっては、当該運行に必

要な法令の知識を有するものとみなす。 

    上記「法令の知識」については、専従の役員１名に実施する法令試験

によって判断するものとする。 

 

 

②～③ （略） 

 

（10） （略） 

 

（11）許可に付す条件 

① １（９）①により、区域運行に必要な法令の知識を有するものとみなし

た場合においては、当該運行の態様に限定する条件を付すこと。 
②運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件

を付すこととする。 

合格した者であること。 

   

 

②～⑧ （略） 

 

（７）～（８） （略） 

 

（９）法令遵守 

  ① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行

する常勤の役員が一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知

識を有するものであること。 

    なお、この法令の知識については、専従の役員１名に実施する法令試

験によって判断するものとする。 

 

 

 

 

②～③ （略） 

 

（10） （略） 

 

（11）許可に付す条件 

   

 

運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付

すこととする。 
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（12）～（13） （略） 

 

２～１１．（略） 

 

 

附 則（略） 

附 則（平成１４年７月１日公示第４３号）（略） 

附 則（平成１５年９月５日公示第４７号）（略） 

附 則（平成１６年７月２８日公示第３１号）（略） 

附 則（平成１７年４月２８日公示第９号）（略） 

附 則（平成１８年９月１９日公示第７０号）（略） 

附 則（平成１９年８月２７日公示第６１号）（略） 

附 則（平成２０年６月３０日公示第５１号）（略） 

附 則（平成２１年９月３０日公示第８０号）（略） 

附 則（平成２２年８月２４日公示第４５号）（略） 

附 則（平成２４年７月３１日公示第３３号）（略） 
附 則（平成２６年１月２７日公示第１１２号）（略） 

附 則（平成２８年１２月２０日公示第７８号）（略） 

附 則（平成２９年９月１日公示第３５号）（略) 
附 則（令和２年１０月１６日公示第４３号）（略） 

附 則（令和５年６月２７日公示第３９号）（略） 

 

附 則（令和５年１２月２８日公示第１２９号） 

この公示は、令和５年１２月２８日以降に申請するものから適用するものとす

る。 

 

（12）～（13） （略） 

 

２～１１．（略） 

 

 

附 則（略） 

附 則（平成１４年７月１日公示第４３号）（略） 

附 則（平成１５年９月５日公示第４７号）（略） 

附 則（平成１６年７月２８日公示第３１号）（略） 

附 則（平成１７年４月２８日公示第９号）（略） 

附 則（平成１８年９月１９日公示第７０号）（略） 

附 則（平成１９年８月２７日公示第６１号）（略） 

附 則（平成２０年６月３０日公示第５１号）（略） 

附 則（平成２１年９月３０日公示第８０号）（略） 

附 則（平成２２年８月２４日公示第４５号）（略） 

附 則（平成２４年７月３１日公示第３３号）（略） 
附 則（平成２６年１月２７日公示第１１２号）（略） 

附 則（平成２８年１２月２０日公示第７８号）（略） 

附 則（平成２９年９月１日公示第３５号）（略) 
附 則（令和２年１０月１６日公示第４３号）（略） 

附 則（令和５年６月２７日公示第３９号）（略） 
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